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契糸勺書

法令･判例等検索システムの利用（以下「業務」という。 ）に関し，発注者最

下「発注者」 という。 ） と受注者第一法規株式会社（以下「受注者」 という。 ）

条項及び別添仕様書（以下「仕様書」 という。 ）により請負契約を締結し，儲

にこれを履行するものとする。

（業務の件名等） ｝

第1条業務の件名，内容，利用期間及び利用料金は，次のとおりとする。

（1）件 名法令・判例等検索システムの利用

（2） 内 容仕様書のとおり

（3）利用期間令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

（4）利用料金金201， 300， 000円 （

（うち消費税及び地方消費税額金18, 300j OOO円）

（内訳）

令和2年度分金40, 260, OOO円

（うち消費税及び地方消費税額金3j660, 000円）

令和3年度分金40, 260, 000円

（うち消費税及び地方消費税額金3,660, 000円）

令和4年度分金40, 260, OOO円

（うち消費税及び地方消費税額金3, 660, 000円）

令和5年度分金40, 260, OOO円

（うち消費税及び地方消費税額金3， 660， 000円）

令和6年度分金401 260, 0･00円

（うち消費税及び地方消費税額金31 660， 000円）

（提出物等の提出期限及び提出場所）

第2条提出物等の提出期限及び提出場所は次のとおりとする。

（1）提出期限仕様書のとおり

（2）提出場所仕様書のとおり

（契約保証金）

第3条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（業務内容等）

第4条受注者は， この契約に基づいて，仕様書に従った業務を行う。

(権利義務の譲渡等の制限）

発注者最高裁判所（以

という。 ） とは，次の
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第5条受注者は, この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承

諾を得た場合を除き第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。

. （下請等の制限）

第6条受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせることについて，書面による発注者の承諾
を受けた場合は， この限りでない。 この場合，受注者は，下請負人の名称その他の必要な

事項を発注者に通知しなければならない。
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（業務の監督等）

第7条発注者は，受注者の業務につき必要な監督を行うため，監督職員を定めて業務の工

程の管理,立会い，指示，承諾又は協議を行わせることができる。

2受注者は,･仕様書に基づく実施計画書を発注者に提出して,その承諾を受けるものとし，

仕様書に明示のない事項については，発注者の指示を受けなければならない。

(業務完了の検査)

第8条受注者は，年度ごとに業務の情報提供が完了した場合には，その旨を発注者に報告

し，発注者の検査を受けなければならない。

2発注者は,前項の通知を受理した場合には,その受理した日から起算して':0日以内に,
発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ，その結果を受注者に通知しなければな

らない。

3 受注者は，前項の検査に合格しなかった旨の通知参受理した場合には，発注者の指示に
従い， ･遅滞なく必要な措置を講じ，速やかに検査職員の再度の検査を受げなければならな

い。この場合における検査の完了の時期は，発注者が新たに業務完了の通知を受理した日

から起算して10日以内とする。

4検査に要する費用は，受注者の負担とする。

（利用料金の支払）

第9条利用料金は,年度ごとに支払うものとし，受注者は，前条の検査に合格した旨の通‘

知を受理した場合には，遅滞なく適法な料金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日（以下:｢約定期間」とい

う。)以内に,受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
3 利用料金は，利用開始の日から計算するものとする。

（履行遅滞の賠償）

第10条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅延損害金を受注者

に支払わなければならない。

2受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には，遅延損害金を発注

者に支払わなければならない。

3前二項の遅延損害金は,第1項の場合においては支払が遅滞した金額に対し,遅延日数

に応じて，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条

第’項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示の
施行日による｡ ）の割合で計算した額とする。前項の場合においては，業務の完了が遅延

した部分に相当する代金に対し，民法（明治29年法律第89号）第404条に基づき算

出される法定利率の割合で；それぞれ計算した額とする。ただし，その額に100円未満

の端数がある場合は， これを切り捨て，その額が100円未満である場合は，その支払を

要しないものとする。

（検査の遅延）

第1‘1条発注者がその責めに帰すべき事由により，第8条第2項又は第3項に規定する期

間内に検査を完了しなかった場合には，その期間を経過した日から検査を完了した日まで

の日数（以下「遅延期間」という｡ ）を約定期間から差し引くものとする。 この場合にお

いて，遅延期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了したものとみなし，発
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注者は，その超える日数に応じ，前条第’項及び第3項に規定する遅延損害金を受注者に

支払うものとする。

（危険負担等）

第’2条業務の履行に伴いに生じた損害は；発注者の責めに帰すべき事由による場合を除

き，受注者の負担とする。

2天災その他の不可抗力により，債務の履行が不可能となった場合（一部の履行が不能と
1

なり,残存する部分のみでは契約の目的を達することができない場合を含む。以下同じ。 ）

には，発注者は，受注者からの支払請求を拒むことができる．

3前項の場合,発注者は,‘第15条第1項第4号に基づき催告を要せず無償で解除できる
ものとし，受注者は，発注者の同意を得て， この契約を無償で解除できるものとする。 こ

の場合，既に要した費用については,発注者及び受注者の各自負担とする。

（契約不適合責任）

第’3条発注者は,業務の完了後，種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しない
ピ ・

もの（以下「契約不適合｣とﾚ､う6）がある場合,受注者に対し，受注者の費用で取替え，

補修,不足分の引渡しその他の措置（以下「履行の追完」という｡ ）を請求することがで

きる｡

2契約不適合がある場合，発注者は，相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完を催

告し，その期間内に履行の追完がないときは，その契約の不適合の程度に応じで代金の減
1 、

額を請求することができる。ただし，民法第563条2項各号に該当する場合は，催告を

することなく直ちに代金の減額を請求することができる．

3前二項の規定はウ民法第41．5条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第

542条の規定による解除権の行使を妨げない。

4契約不適合のうち種類又は品質についての前三項の権利は，業務の完了後， 1年以内に

その旨を受注者に通知しないときは行使することができない。

（秘密の保持等）

第’4条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は，業務の履行に際し知り

得た相手方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権）

第15条発注者は， ､受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに該

当する場合には， この契約を解除することができる。このうち，第2号から第4号までに

該当する場合は，何らの催告を要しない。

（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く。 )

ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であると･きは, この限

りではない。

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

（4） 民法第542条1項各号に該当するときその他この契約の目的を達することができ

ないと認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に

｛
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合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払わなければならない｡

4第2項及び前項の規定はj民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に準

用する。 ．

（受注者の契約解除権）

第16条受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には， この契約を解除す

ることができる｡このうち，第2号又は第3号に該当する場合は,何らの催告を要しない6

（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第3号を除く。 ）

（2） 著しく契約条項と異なる指示をしたため， この契約を履行することが不能となった場
’△、
ロ

（3） 民法第542条1項各号に該当するときその他この契約の目的を達することができな

いと認められる場合 ､ ‘

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において,業務の既済部分で検査に合

格したものがあるときは,発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなければなら

ない。

4第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に準

用する。 ′

（違約金）

第17条前二条の規定によりこの契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約

金として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に

支払わなければならない． ． o

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第18条受注者は， この契約に関し，次の各号のいずれかに該当する場合には，発注者の

請求に基づき，予定総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限

内に支払わなければならない。

（1） 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」 という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事業者である

事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公正取引委員会が

受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3において読み替え

て準用する場合を含む｡ ）の規定に基づく課徴金納付命令（以下｢納付命令」という。 ）

を行い, 当該納付命令が確定したとき （同委員会が，受注者に対して，独占禁止法第7

条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行い，又

は確定した当該納付命令を独占禁止法第63条第2項の規定により取り消した場合を

含む。 ） 。

（2） 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令(これ

らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下｢受注者等｣という｡）
に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものをいい，受注者等に対

して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該

命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」 というb )において， この契

約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事

《
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業活動があったとされたとき｡ただし，受注者が独占禁止法第19条の規定に違反した

場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方
法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項に規定する不当廉売の場合など発

注者に金銭的損害が生'じない行為として，受注者がこれを証明し，その証明を発注者が

認めたときはこの限りでない。

(3) ：納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引

分野が示された場合において〉 この契約が， 当該期間（これらの命令に係る事件につい

て，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したときは， 当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 ）に入札

（見積書の提出を含む｡）が行われたものであり，かつ, 当該取引分野に該当するもの
であるとき｡

（4）受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しく

は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し』かつ，次の各号のいずれかに該当する

場合にば前項の予定総額の10分の1に相当する額のほか，予定総額の100分の5に

相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

（1） 前項第2号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の2第7項，第

8項又は第9項の規定の適用があるとき。

（2）前項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者又は受注者の代理人‘ （受注

者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者であることが

明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提出し

ているとき｡

3 受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない。

4第1項及び第2項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場

合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

第'9条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは，発注者は

何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし，受注
者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，民法第404条に基づき

算出される法定利率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（属性要件に基づく契約解除）

第20条発注者は，受注者が次の各号の－に該当すると認めるときは,何らの催告を要せ

ず，本契約を解除することができる。

（1） 法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の代表

者，団体である場合は代表者，理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年
法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は暴力団員等(同
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法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし第4号に規定する

者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2）役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害を

加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3）役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。

（4）役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどしてい

るとき。

（5）役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第21条発注者は，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をし

た場合ば何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。

（1） 暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第22条受注者はj前二条のいずれに.も該当しないことを表明し，かつ，将来にわたって

も該当しないことを確約する。

2受注者は，前二条各号の一に該当式る行為を行った者（以下「解除対象者」 という。 ）

を再請負人等（再請負人(再請負が数次にわたるときは，すべての再請負人を含む。 ） ，

受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受任者が当該契約

に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 ） としないことを確

約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第23条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，直ち

に当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者に該当す

る再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2発注者は，受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若しくは

再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該解

除対象者である再請負人等との契約を解除せず,若しくは再請負人等に対し当該解除対象

者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除す

ることができる。

（損害賠償）

第24条発注者は,第20条，第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場

合は,これにより受注者に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することを要しない。

2受注者は，発注者が第20条，第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した

場合において,発注者に損害が生じたときは,第17条に定める方法等に従いその損害を

賠償するものとする。
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（不当要求等に関する通報等）

第25条受注者は， 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等，社会運動・政治運動

標ぽうゴ:ﾛ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当要求等」

という。）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして, これを拒否させると

ともに,速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに’警察への通報及び捜査上

必要な協力を行うものとする。

（著作権）

第26条成果物の著作権は“発注者に帰属する。

2発注者は，本件著作物を使用し，複製し，改良し又は第三者に対して使用を承諾する権

利を有するものとする。

(紛争の解決）

第27条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，協

議が整わない場合その他この契約に関し発注者受注者間で紛争が生じた場合には,発注者

及び受注者が協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図ることとす
る。 この場合における紛争の処理に要する費用は,発注者及び受注者が協議して特別の定

めをしたものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義）

第28条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議し

て定めるものとする。
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仕 様 書

第1 調達件名

法令・判例等検索システムの利用

第2 目的

本件調達は，全国の裁判所において， イントラネットを介して，法律，判例及び法

律判例関係文献の調査を迅速かつ効率的に行うことを可能とする法令・判例等検索シ

ステム（以下「本システム」 という。 ）を導入することにより，裁判事務の処理に資

することを目的とする。

第3 本システム導入の詳細

1 利用対象庁

､最高裁判所並びに全国の高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所

2 動作環境

司法情報通信システム（以下「J・NET」 という｡。 ）環境上で，利用対象庁に設置し

たクライアント端末から本システムに接続し，利用可能であること。

なお，受注者は次のとおり本システムサーバ及び同サーバの運用に必要な機器（以

下「本サーバ等」と総称する。 ）を設置し，本サーバ等とJ･NETに接続されたクライ

アント端末との間でTCP/IP通信が可能となるようネットワーク回線を敷設する。

（1） 本サーバ等の設置場所

本サーバ等を設置するデータセンタについて，平成30年7月25日付け「政府

機関等の対策基準策定のためのガイドライン（平成30年度版), 」 （内閣官房内閣

サイバーセキュリテイセ.ンター）の定める「クラス3」の区域が講ずるべき物理的

な対策及び入退管理対策を講ずること。．

また，〒般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する審査機関が認証する情

報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度(J IsQ27

001）又はISO/IEC27001の認証を受けて’いるか，又はそれらと同等

の情報セキュリティ管理体系を確立している事業者の提供するデータセンタにサ

ーバ等を設置していることを，最高裁判所に対し，書面をもって疎明できること。

（2） 本サーバ等の仕様

ア本システムサーバは，裁判所専用のサーバ（物理的な専用サーバのほか，裁判

所以外のユーザが利用できる領域と論理的に分離されているクラウドサー，（も

含む。 ） とし，本サーバ等は, J・NETに接続されたクライアント端末以外からは

アクセスできない設定とするこど｡ただし，運用保守及びセキュリティ‘の確保の

ために必要不可欠な外部インターネット接続については,プロキシサーバによる

ホワイトリスト方式による制限又はそれと同等の方式による制限を介して接続

する場合に限り，接続可能とする。

受注者の提供データ更新用の端末（以下｢更新用端末」 という6 ）を利用する

場合には，保守・更新のための専用端末を用意し，本サーバ等と更新用端末を専

用回線（または， これに準ずる回線方式で最高裁判所が指定するものを含む。 ）

で接続することとじ，更新用端末が同専用回線以外のネットワークと接続されて

いないこと。
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ただし，運用保守（提供データ更新を含む。 ）及びセキュリティ確保のために

必要不可欠な更新用端末とイントラネット回線との接続については，その接続時

に更新用端末と上記専用回線との接続を遮断した場合に限り，接続可能とする。

この場合，更新用端末とイントラネット回線との接続を遮断し，更新用端末にお

いて当該提供データ等のウイルスチェックを行った上で更新用端末と上記専用

回線を接続すること。

イ本サーバ等へのアクセスログを一定期間保存し， インシデント発生時等に分析

できるようにすること。

ウ ファイアウォールによる適切な不正アクセス対策を講じること。

エ本サーバ等のサーバOS,ソフトウェア及びネットワーク機器について，必要な

情報収集やバッヂを適用するなど適切な脆弱性対策を講じること。

なお，脆弱性を解消することで本システムに影響が出る場合には，事前に最高

裁判所と協議すること。

オ・本サーバ等（更新用端末を含む。 ）のウイルスチェックは，相応のウイルス対

策ソフトにより常時監視するとともに，緊急更新を除いて， 1日1回， ウ・イルス

定義ファイルを更新すること。また，週1回，全データについてウイルスチェッ

ク （フルスキャン）を実施すること。

なお， ウイルス対策ソフト及び同ライセンスについては，受注者の負担で用意

すること。

（3） ネットワーク回線の敷設

@ (1)のデータセンタ内に設置した本サーバ等を，次のとおり，裁判所の利用する

KDDI.株式会社が提供する広域イーサネッ‘トサービスであるWide Area Virtual

Switch (以下｢広域イーサ網」 という○ ）に接続する。

ア広域イーサ網とのアクセス回線帯域幅についﾉては，双方協議の上，決定するも
のとし， また，必要に応じて,双方協議の上，変更することができる｡

イ広域イーサ網の提供業者が変更となった場合には，受注者においても適宜対応

すること『

ウ本サーバ等と広域イーサ網との接続に必要な通信機器については，次の参考品

と同等以上の性能を有する機器を使用すること。

（参考品)CiscoCatalyst2960C-8TC-L
CiscolSR4221

（4） 本サーバ等のネットワーク設定等

ア TCP/IPプロトコルのみ動作可能

"f DNsサーバへの自動登録機能なし

Webサーバソフトウェアの設定をWebサービスのみとするか， あるいはWebサ

ービスのみを提供するWebサーバソフトウェアを使用

"(5)本サーバ等へのｸ.ライアント端末の接続方法
J・NETに接続し, TCP/IPプロトコルを利用して接続すること。

3 クライアント端末の仕様

本サーバ等に接続するクライアント端末の仕様は次のとおりで‘ある。
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(1) CPU

IntelCorei3-4100M(2.50GHz)

(2) メモリ

4GB

(3) OS

Windows8.1Pro (64bit)

（4） ブラウザ

InternetExplorerll (32bit)

（5） プラグイン

AdobeAcrobatReaderDC

（6） 通信速度

512kbps

なお,クライアント端末は,令和3年度に順次更新する予定であり,OSをWindowslO

Pro (64bit)に,ブラウザをMicroSofiEdge (64bit)にすることが予定されている（端

末のスペックは未定） 。

4 クライアント端末数

26,000台まで

5 同時アクセス数制限

本サーバへの同時アクセス数は500台までとする。

なお，制限数を増加させる必要が生じた場合には，双方協議の上，変更することが

できる。

6システムの稼働時間等

本システムは,保守点検等のやむを得ない場合を除き，利用期間中, 24時間36

5日稼働するものとする。

なお，やむを得ず休止する場合は，事前に最高裁判所の了承を得ること。

7 ．提供データの更新等

（1） 更新頻度

受注者は，後記第4の機能要件で定める本堂ステムの提供データ（法令検索シス

テム，判例検索システム及び法律判例関係文献検索システム用提供データ）につい

て，それぞれ週1回以上更新すること｡ただし，大量の法令改正があった場合など，
週1回以上提供データを更新することが困難であると認められる特段の事情が存

在する場合は， その事情が存在する間に限り，最高裁判所と協議し， これを変更す

ることができる。

（2） 更新情報の表示

提供データを更新した場合には，更新日と更新の概要を，利用者が本システムに

接続した際，最初に表示される画面上に表示すること。

8 利用者サポート

受注者は，ネットワーク及びクライアント端末の設定に関する問い合わせを除き，

利用者からの本システムの利用に関する問い合わせに対し，電話， メール等の方法に

より直接対応する。
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第4機能要件

本仕様書別紙に記載の要件をすべて満たすこと。

第5 本システムの利用期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

第6 提出物等

1 提出物

(1) 月別データ更新内容報告書 1部

（2） 月別アクセスログデータ1部

（3） (1)及び(2)のデータを記録した電子媒体(CD-R) 1式

2 提出物の書式等

(1)使用言語

日本語

（2） 書式等

ア書面によるものについて ‘

最高裁判所が別途指定する書式とする。

イ電子媒体によるものについて

電子媒体の記録方式は, MiCrosoft Windows8. 1 Pro(64bit)及びWindowslO

Prd(64bit)において読み取り可能な形式のものとし，格納する電子データのフ

ァイル形式は，次のソブトウェアで読み取り可能な形式とすること。

tF) Mi6rosoftWord2013及びOffice365ProPluS

("r) MibrosOftExcel2013及びOffice365ProPlus

(") MicrosoftPoWerPoint2013及びOffice365ProPlus

｡AdobeAcrobatReader'DC

（3） その他

提出物の作成に当たっては，図表等を用い，専門用語には解説を加えるなど平易

な記載とすること。

3 提出期限

当月分を翌月1 ．0日 (裁判所の休日の場合には翌開庁日)．までとする。

ただし，令和7年3月分については， 同月末日までに提出すること。

4提出場所

東京都千代田区隼町4番2号最高裁判所

第7 業務の再委託

1 受注者は，原則として，本作業の全部又は一部を第三者に委託しないこと。ただし，

受注者において業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合は， あらか

じめ通知事項（再委託する相手方の商号又は名称及び住所,再委託を行う業務の範囲,

再委託の必要性及び契約金額)を記載した書面により最高裁判所に申請し，承諾を得

ること。

2委託することについて最高裁判所の承諾が得られた場合，受注者は，再委託する相

手方に対して本仕様書に記載された事項について受注者と同様の義務を負わせるも

のとし，再委託する相手方との契約においてその旨を定めること。
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この場合，履行確保及び責任については，全て受注者が負うこと。また，受注者に

おいて，再委託する相手方の業務状況を全て把握すること6

第8 知的財産権

1 提出物に関連して発生した著作権は，著作権法（昭和45年法律第48号）第21

条, ､第23条，第26条の3，第27条及び第28条に定める権利を含め,提出物を

最高裁判所に提出したときに最高裁判所に移転する｡ただし，著作物の創作に関して

使用した受注者が独自に有するプログラムその他の著作物，他のシステム!等に再利用

可能なモジュ･－ル，ルーチン，資料上の表現等については受注者に留保されるものと
° I

する。 この場合，受注者は,､最高裁判所及び最高裁判所が今後， システム改修及び保

守等を行わせる者らに対し,同人らの役務遂行に必要な範囲で,著作権法上の権利(著

作権法に基づく複製権，翻案件等の著作物を利用する権利を含む｡ ）に基づく利用を

無償で許諾すること。

2 受注者は，最高裁判所の書面による同意がなければ，本作業に関連して発生した著

作物に関する著作者人格権を行使しないものとする｡

3 受注者は，本作業に際し，第三者の知的財産権等を実施,使用する場合，その実施，

使用に対する一切の責任を負担するものとする。

第9 機密保持 《′

1 受注者は，本作業により知り得た情報については，本作業以外の目的では使用しな

いこと。

2 受注者は，本作業の全期間及び期間終了後にわたり，次の各事項を第三者（第三者

とは,一般的にいう第三者はもとより，受注者組織内で作業を行う場合の本作業に係

る体制以外の受注者の社員等も含む。 ）に漏えいしないこと。
（1） 本作業中に知り得た業務上の秘密に関する事項

（2）最高裁判所が提供した業務上の情報で部外秘を要するもの及び本作業中に知り

得た裁判所のシ:ステムの機能，構造，設置場所その他裁判所のシステムのセキュリ

ティ管理上危機を招来するおそれがある一切の事項

3受注者の故意又は過失によって, 2の(1)又は(2)の事項が外部に漏えいする等の事故
が発生し又はそのおそれが生じた場合には，受注者は，直ちに事故等の内容を詳細か

つ具体的に最高裁判所に報告すること《 ：

4 最高裁判所が提供する資料は，原則として貸出しの方法によるものとし,受注者は，

当該資料を本作業以外の目的に使用してはならず，最高裁判所の監督職員から返還依

頼を受けたとき又は本作業期間の終了時に全て返却すること。また,当該資料の複写

及び第三者への提供はしないこと。

5 受注者は，最高裁判所が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合は，事前

に協議の上，最高裁判所の承諾を得ること。

6 受注者は，本作業終了後，データ消去ソフトIウェア若しくはデータ消去装置の利用，

物理的な破壊又は磁気的な破壊等の方法を用いて，業務用に保持している全ての情報

（最高裁判所内で保管しているものを除く” ）についで速やかに復元が困難な状態に

し，その旨の報告書を提出すること。

第10 情報セキュリティに関する事項

1

I
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1 受注者は,本作業に当たっては，最高裁判所の定める情報セ:キュリテイポリシーに

準拠すること。

2 受注者は，情報漏えい等の防止措置や不正プログラム等へのセキュリティ対策を講

じ，本作業におけるセキュリティが確保できる態勢を構築すること。

3 受注者は，提出物の記録媒体に対し,,最新のパターンファイルによるウイルスチェ

ックを施すこと。

4 セキュリティ監査の受検等

（1） 受注者は，第3の2の(1)から(3)までの仕様が満たされているかについて,次のい

ずれかの方法により確認すること。

ア 1年に1回以上，定期的に，裁判所による監査を受検ずる｡

上記監査において，裁判所から資料等の提出や，裁判所または裁判所から委託

を受けた者による聞き取り,または立ち入り調査等が求められた場合には，これに

協力すること。

イ 1年に1回以上，定期的に，第三者による監査を受検し， その結果を裁判所に

書面で報告する。

上記監査及び報告の方式等につい-ては，最高裁判所の指示する方式等に従うも

のとする。

（2） 受注者は， (1)のセキュリティ監査の結果，第3の2の(1)から(3)までの仕様が満た

されないと判断された場合，最高裁判所と協議し，最高裁判所の承認を得た上で，

仕様を満たすため必要な措置を講ずること。

第11 暇疵担保責任

1 受注者は，業務の完了後1年以内に暇疵が発見された場合には，最高裁判所の指示

に従い,受注者の責任と負担において,遅滞なく暇疵を修補し,かつ,暇疵によって

生じた損害を賠償すること。

2 1の作業により関連する提出物等に変更の必要が発生した場合は，受注者は，受注

者の負担と責任において，遅滞なく改訂版を納入等すること。

第12 受注者の条件

1 要員確保

受注者は，本作業の履行が確実に行われるように，契約の全期間にわたって，必要

となるスキル及び経験を有した受注者側の要員を確保すること。

なお，最高裁判所と直接対応する者及びドキュメントを含めた成果物等の最終確認

をする者については，裁判所担当者との間において，十分かつ円滑なコミュニケーシ
ョンや意思の疎通を行うことができる能力及び文書作成能力を有する要員を確保す

ること。

おって，本作業実施中において，最高裁判所が受注者の技術力’知識，体制に加え，

要員について，上記のコミュニケーション能力，文書作成能力等が不十分であると判

断した場合には，受注者は最高裁判所と協議の上，受注者側の負担と責任で要員の変

更等の必要な対応をすること。

2 調達制限

受注者は，現に又は過去2年間に裁判所のCIO補佐官業務を受託していないこ

Ｉ
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第13 その他

1 本システムの稼働に関し』既存のシステム，ネットワーク， クライアント端末等の

設定等の情報提供が必要となった場合には，最高裁判所に申し出ること。また，最高

裁判所から，本システムに関する情報提供の要請があった場合は，その求めに応じる

ものとする。

2 本システムの提供データの更新に際しては，既存のシステム，ネットワF-ク， クラ

イアント端末等の機器に障害を及ぼさないこと。

3 本システムが利用できなくなったときは，その原因を特定するための必要な調査を

行うこと。

4本システム及び本システムの提供データの更新作業に起因する事由により，本シス

テムが利用できなくなったり；既存のシス麦ム，ネットワーク， クライアント端末等

に障害が発生した場合は，本システムの再インストールを含め，責任をもって24時

間以内の復旧を目標に，障害解消のための措置を講じること6

5本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については，最高裁判所と受注者

との双方の協議により決定するものとする。
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(別紙）

1 ．基本仕様

次の各システムについて，後記2の機能要件を満たし，かつ，各システムが相互リン

クにより連携したデータベースサービスを提供すること。

（1）法令検索システム

（2） 判例検索システム

（3）法律判例関係文献検索システム

2 各システム機能要件

（1） 法令検索システム

①収録内容

次に掲げる現行法令（平成16年以降の全廃止法令含む。 ）及びその改正情報（平

成16年以降の全改正内容)を有していること。

ア 日本国憲法 1件

イ法律2， 000性以上

ウ政令2ｹ 000件以上

エ勅令 100件以上

オ省令 3,000件以上

力規則 500件以上′

キ告示 8， 000件以上

ク条約 800，件以上

②検索機能

①の収録内容に掲げた法令について，次の検索ができること。

アフリーワードによるAND/0R/NOT (全文）検索

イ法体系目次検索

ウ時点指定検索(指定した年月日で有効な条文を対象とした検索）

エ語間・語順検’索（複数の検索語について‘,指定した文字数（50字程度）以内

で近接していることを条件とする検索及び検索語の登場順を指定した検索）

オ次の項目を指定して行う検索

（ｱ） 法令名・条

（ｲ） 公布・施行年月旧検索（年月日について範囲指定ができること。 ）

（ｳ） 法令区分（日本国憲法／法律／政令／勅令／省令／規則／告示／条約）

㈲法分野

③表示機能

次の表示機能を有することp

ア検索結果一覧

イ ヒット箇所色分け表示

ウ法条目次（条見出し付き）

エ法令全文

オ法令の改正履歴一覧

力条の改正履歴一覧

キ新旧対照表
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夕

I

ク過去時点・未来時点の有効条文の復元表示（改正箇所は色を変えて表示寸るこ

と｡ ）

ケ現行条文と未施行条文の並列表示

．条文中の括弧内の省略及び色分表示

サ様式9別表の表示（収録全法令につき省略していないこと。 ）

④ リンク機能

表示されている条文から，次の事項へのリンク機能を有すること。

ア参照条文（委任，罰則，変.更適用等の関係にある関連条文）

イ 引用法令

ウ被引用法令

エ関連判例

⑤印刷･ダウンロード機能

ア法令全文の印刷及びダウンロード（リッ,チテキスト形式）ができること。

イ条を指定して印刷及びダウンロード （リッチテキスド形式）ができること。

(2) 判例検索シメテム

①収録内容

次に掲げる公的判例集の登載分を含む判例28万件以上及び主要判例の解説4

万5千件以上を有しているごと6

最高裁判所民事判例集／最高裁判所刑事判例集／最高裁判所裁判集民事／最高

裁判所裁判集刑事／高等裁判所民事判例集／高等裁判所刑事判例集／高等裁判

所刑事判決特報／高等裁判所刑事裁判特報／高等裁判所刑事裁判速報集／東京

高等裁判所民事判決時報／東京高等裁判所刑事判決時報／下級裁判所民事裁判

例集／下級裁判所刑事裁判例集／労働関係民事裁判例集／労働関係民事事件裁

判集／行政事件裁判例集／行政裁判月報／無体財産権関係民事・行政裁判例集／

知的財産権関係民事・行政裁判例集／第一審刑事裁判例集／刑事裁判月報／家庭

裁判月報／大審院民事判例集／大審院刑事判例集／大審院民事判決録／大審院

刑事判決録

②検索機能

①の収録内容に掲げた判例について，次の検索ができることb

ア各判例の内容に即して設定されたキーワード （判例要旨中の特に重要な語句

や，講学上の概念，実務上の用語等）を対象とする検索

なお， キーワー.ドの候補を表示する機能も有していること。

イ ’フリーワードによるAND/OR/NOT (全文)検索

ウ法体系目次検索

エ関連判例検索（検索した判例と争点を同一とする他の判例の検索）

オ次の項目を指定して行う検索

閃裁判年月日 （年月日について範囲指定ができること。 ）

㈹裁判所名

（ｳ） 事件番号

㈲裁判官名
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㈱参照法条

勵法分野

㈱民事事件・刑事事件の別

③表示機能

次の表示機能を有すること。

テ検索結果一覧

イ ヒット箇所色分け表示

ウ判例の書誌情報，要旨及び本文

エ判例解説（判例解説情報を，要旨又は本文表示画面から表示できること。 ）

④ リンク機能

表示されている判例から，次の事項へのリンク機能を有すること。

ア上級審・下級審判例

イ 引用判例

ウ被引用判例

エ参照法条

オ判例評釈所在情報

⑤印刷・ダウンロード機能
｛

ア判例本文，要旨及び書誌情報の印刷及びダウンロ－F(リッチテキスト形式）

ができること。

イ書誌情報については，出力する項目を指定して印刷及びダウンロード （リッチ

テキスh形式）ができること。

(3) 法律判例関係文献検索システム

①収録内容

法律・判例関係の書籍，論文等の文献情報70万件以上を有していること。

②検索機能

①の収録内容に掲げた文献情報について，次の検索ができること。

ア各文献の内容に即して設定されたキーワード （判例要旨中の特に重要な語句

や，講学上の概念>実務上の用語等）を対象とする検索

なお， キーワードの候補を表示する機能も有していること。

イ フリーワードによるAND/0R/NOT検索（検索対象には標題及びアのキーワード

を含むこと。 ）

ウ次の項目を指定して行う検索

（ｱ） 著者名

（ｲ） 出典（巻・号指定ができること。 ）

（罰発行所

倒発行年月日（年月日について範囲指定ができること）

‘鮒文献種別（判例研究，論文集，対談等）

鋤裁判年月日（年月日について範囲指定ができること）

㈱裁判所名

（ｸ） 事件番号
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㈲裁判形式（判決・決定・審判等）

（.） 判例の参照法条

糊法分野

③表示機能

次の表示機能を有すること。

ア検索結果一覧

イ ヒット箇所色分け表示

ウ文献書誌情報

④リンク機能

表示されている文献から，次の事項へのリンク機能を有すること。

ア関連文献

イ 関連判例

ウ関連法令

エ同一著者の他文献

⑤印刷・ダウンロード機能

検索した文献の書誌情報について，出力する項目を指定して印刷及びダウンロー

ド （リッチテキスト形式及びRIS形式）ができること。
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